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送
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衆
議
院
議
員
青
山
大
人
君
提
出
柔
道
整
復
師
法
第
十
七
条
の
「
医
師
の
同
意
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
「
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
十
一
日
付
け
医
発
第
六
百
二
十
七

号
厚
生
省
医
務
局
長
及
び
保
険
局
長
連
名
通
知
）
に
お
い
て
、
「
地
方
医
師
会
等
の
申
し
合
わ
せ
等
に
よ
り
、
医
師
が
柔
道

整
復
師
か
ら
、
脱
臼
又
は
骨
折
の
患
部
に
施
術
す
る
に
つ
き
同
意
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
故
な
く
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
指
導
す
る
こ
と
」
と
各
都
道
府
県
知
事
に
対
し
通
知
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。


